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〈お問い合わせ先〉　共済組合福祉課（福祉係）　TEL 029－301－1412

物資事業は、組合員の皆さんが当組合と契約した自動車販売店（特約店）から
自動車を購入する場合、当組合が特約店へ購入代金を立替払いし、その立替金を
給料から割賦償還する制度です。
また、特約店以外で自動車を購入する場合でも、組合員が立替手数料を負担す
ることにより物資事業を利用することができます。
制度の詳細及び特約店の情報は、当組合ホームページの「共済のしおり」に掲載していますのでご覧ください。

立 替 対 象 自動車（組合員および家族が使用する自動車、中古車を含みます）
※自動二輪車不可

立 替 金 額 300万円（10万円以上 5万円単位で立替）

立 替 手 数 料
新車　10,800 円  中古車　5,400 円
○特約店で購入 → 特約店負担
○特約店以外で購入　→　組合員負担

償 還 方 法 立替翌月から給与控除による元利均等償還
（ボーナス併用償還は 50万円以上の場合選択可能）

利 率 年利率　1.98％
申 込 締 切 日 毎月5日　（共済組合必着）

送 金 日

請求書締切日の当月 28日送金
※ただし、金融機関の営業日でない場合は、その翌営業日となります。
○特約店で購入→特約店の指定口座へ送金
○特約店以外で購入→組合員登録口座へ送金

【手続きの流れ】（特約店で購入する場合）

自動車の購入には物資事業をご利用ください！
～ 立替利率　年利 1.98％ ・ 立替限度額　300万円 ～

組 合 員

所 属 所

特 約 店

共済組合

組合員の手続 特約店の手続

所属所の手続 共済組合の手続

❶ 物資立替金償還能力調査書の提出
❺ 自動車購入票を提示・売買契約
❼ 自動車購入票（控）の提出（所属所用）

❻ 自動車購入票（控）の交付（所属所用、組合員用）
及び自動車の納品

❽ 物資立替金の請求

❷ 物資立替金償還能力調査書の内容を確認し、共済
組合に提出

❹ 自動車購入票を交付
11 償還金の振込（給与から控除）

❸ 物資立替金償還能力調査書を審査し、これを認め
た場合、所属所に自動車購入票の交付依頼

❾ 立替金の決定通知・個別償還明細表の送付
10 物資立替金の送金
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「いばらき共済」平成 28 年 3月号 (No.298) にてお知らせした財産形成住宅貸付の募集についてご案内し
ます。
この貸付は、年度予算が決まっているため希望者多数の場合は先着順となります。
また、募集期間等については、共済事務担当課をとおしてお知らせしますが、貸付条件等は次のとおり
となりますので、住宅取得資金にお役立てください。

財産形成住宅貸付とは…  
財産形成住宅貸付は、国が作成する地方公務員等財産形成基本計画に基づき全国市町村
職員共済組合連合会から当組合が借り入れた資金を、住宅財産形成貯蓄をしている組合
員に低利で貸し付ける制度です。

貸 付 予 算 額  平成 28 年度：8千 2百万円
貸 付 時 期  年 2 回（6月及び 10 月）
対 象 住 宅   組合員が自ら居住するために新築・増改築・購入する住宅（中古住宅等含む）

※床面積が 40㎡以上 280㎡以下の住宅に限ります。

借 受 資 格   申込日の 2年前の日から申込日までに、勤労者財産形成貯蓄を 1年以上継続していて、
かつ、申込日において貯蓄額が 50 万円以上ある方

 ※ 勤労者財産形成貯蓄（50 万円）は、一般・年金・住宅のいずれか１つまたは合算の額です。
（共済貯金は含みません）

貸 付 利 率  年利 0.72％（平成 28 年 4月時点）※ 5年間固定金利制（5年毎に改定されます）
貸付利率の特例  「子育特例」が適用されます。
  18 歳以下（平成 10 年 4 月 2 日以降に出生）の子等を扶養する組合員（組合員の配偶

者が扶養する場合も含む）が財形住宅貸付を利用する場合、当初 5年間に限り、通常
の貸付利率より 0.2％低い利率で借り受けることができます。

 ※ 子等とは次のいずれかの条件に合致する方となります。
①組合員又は組合員の配偶者の三親等内の親族
②組合員の被扶養者となっている内縁の関係にある子

貸 付 金 額  50 万円を最低額とし、10 万円単位で貸し付けます。  
貸付金限度額   貸付申込日の勤労者財産形成貯蓄額の 10 倍（上限 4,000 万円）の範囲内で、退職手当の

額に 200 万円を加えた額となります。ただし、貸付事業の住宅貸付又は災害貸付を受け
ている場合等は、未償還元金を控除した額となります。

 ※ 退職手当の額は、貸付申込日から5年を経過した日の自己都合退職による率で計算します。

償 還 期 間 等  ○償還期間：金額にかかわらず 15 年以内　　○償還方法：毎月元利均等償還のみ
 （参考）年利 0.72％の場合　※（　　）は子育特例 0.52％の場合

貸付額 毎月償還額 貸付額 毎月償還額

100万円 5,926 円（  5,839 円） 500 万円 29,626 円（29,194 円）

800 万円 47,401 円（46,710 円） 1,000 万円 59,251 円（58,387 円）

そ の 他  ・貸付希望者は、共済事務担当課をとおしてお申し込みください。
 ・ 抵当権の設定は必要ありませんが、貸付債権保全のため損害保険に加入することになります。

※保険料は貸付金 100 万円に対し 992 円（15 年間分）です。
 ・全額及び一部繰上償還ができます。
 ・借換には利用できません。

財産 形成住宅貸付募集のご案内

〈お問い合わせ先〉　共済組合福祉課（福祉係）　TEL 029－301－1412




